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平成 27 年度フィルムツーリズム推進事業  

短編映画制作業務委託 実施要綱 
 

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 

                         企画総務部沖縄フィルムオフィス 

 

１．委託業務 

（１）事 業 名：平成 27 年度フィルムツーリズム推進事業 短編映画制作（国内部門）業務

委託 

（２）契約期間：契約締結日～平成 28 年２月初旬（予定） 

（３）内  容：仕様書参照（別添） 

         

２．参加資格 

次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない

こと。 

（２）応募は単独および共同企業体でも可能とし、共同企業体の場合は主体となる企業が、

沖縄県内に本社または支社を有する法人であること。 

（３）映像制作、翻訳業務が滞り無く対応できる事業者であること。 

（４）当該業務の見積額が契約限度内であること。 

（５）次に掲げる項目に該当する者または団体に関しては、参加資格がないものとする。 

  ①破産者で復権を得ない者 

  ②禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる 

までの者 

  ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６ 

号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以 

下「暴力団の構成員等」と略記） 

  ④暴力団の構成員等の統制の下にある団体。 

 

  ３．企画競争公募説明会の日時及び場所 

  日 時：平成 27 年６月 22 日（月） 14 時～15 時  

  場 所：OCVB314 会議室（沖縄県那覇市小禄 1831-１ 沖縄産業支援センター３階) 

  ※会場の準備上、別紙「出席申込書」【様式１】にご記入の上、６月 18 日（木）午後 17 

時までに、FAX または Eメールにてご提出ください。 

  ※説明会の参加は、応募の要件ではありません。 



  ※会場の都合上、１社あたり２名以内の参加とさせていただきます。 

  ※実施要領等必要な書類は印刷してご持参ください。 

 

４．質問事項および企画競争参加申込書【様式２】受付期間 

（１）平成 27 年６月 11 日（木）～平成 27 年６月 26 日（金）午後 17 時まで 

 ※質問事項および企画競争参加申込書【様式２】は FAX（098-859-6221 ）または E-mail  

  （filmoffice@ocvb.or.jp）にてご提出ください。 

 ※ご質問への回答は、応募者全員に対してメール又は WEB で実施。（最終回答は平成 27 年

６月 29 日（月）までに行う） 

  

５．企画提案書（制作実施体制等）【様式３】の提出期間、提出場所 

（１）日 時：平成 27 年 6 月 29 日（月）～7月 10 日（金）午後 17 時まで 

（２）場 所：〒901-0152 那覇市字小禄 1831 番地１沖縄産業支援センター２階 

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー企画総務部企画課沖縄フ 

ィルムオフィス 

（３）担 当：企画総務部企画課 沖縄フィルムオフィス 松原・砂川 

（４）提 出 物： 

①企画提案書【様式３】 ６部 

(内訳)会社名・個人名が記載されているもの＝１部 

会社名・個人名が記載されていないもの＝５部 

②会社概要（制作実績等を含む）【様式４】 

※【様式３】に別様式を添付する場合には、【様式３】を表紙として「A4・たて向き」 

で添付する。 

 
 

６．審査スケジュール 

（１）書類審査（予定）：平成 27 年７月 16 日（木）または７月 17 日（金） 

（２）結果通知（予定）：平成 27 年７月 21 日（火） 

 

７．審査基準 

（１）制作実施体制について（現実的であるか、確実性はあるか） 

（２）撮影スケジュールについて（本島【離島含む】ロケに対応した具体的な内容か） 

（３）概算見積もりについて（脚本の内容に即しているか） 

（４）総合評価（制作実績等含む） 

 

８．提出書類等 

（１）企画競争公募説明会出席申込書【様式１】※FAX または E-メールで送付 

（２）企画競争参加申込書【様式２】     ※FAX または E-メールで送付 

（３）企画提案書【様式３】         ※E-メール送付、郵送または持参 

（４）会社概要 【様式４】         ※E-メール送付、郵送または持参 

 

以上 

 


